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答  申 

 

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下「法」

という。）３４２条１項の規定に基づく固定資産税賦課処分及び法７０２条

１項の規定に基づく都市計画税賦課処分に係る審査請求について、審査庁か

ら諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

   本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し、令和６年６月３日付けの納税通知書によ

り行った令和６年度分の固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産

税等」という。）賦課処分のうち、別紙物件目録記載の土地（以下

「本件土地」という。）に係る部分（以下「本件処分」という。）の

取消しを求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分が違法又は不当であ

ると主張する。 

本件土地は、前に住んでいた者が建てた家屋（の敷地）の一部で、

隣接地にはみ出した部分にあたる。 

隣接地が売却され、測量の結果、（家屋が）はみ出している（部分

の）土地を、借地のトラブルでありながら、地主に購入してもらえず、

購入し（昭和５７年）、約１００万円支払った。 

当時、処分庁から「土地としての価値はない」と認められ、平成２

９年まで「免税」であったが、平成３０年から課税された。 

（母が認知症になったため）同年に経理担当が代わったが、平成２

９年まで「免税」であったことの引継ぎがなく、請求のままに支払い

続け、現在に至った。 

本件土地について課税することは誤りである。 
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第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和７年 １月２０日 諮問 

令和７年 ４月１８日 審議（第９９回第１部会） 

令和７年 ５月１６日 審議（第１００回第１部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め 

⑴ 固定資産税等の賦課期日 

法３５９条は、固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年

の１月１日とすると定め、法７０２条の６は、都市計画税について同

様に定める。 

⑵ 固定資産税等の課税標準、住宅特例及び免税点 

ア 法３４９条１項及び法７０２条は、土地に対して課する固定資産

税等の課税標準は、基準年度（法３４１条６号）に係る賦課期日に

おける価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたもの

としている。 

イ この課税標準につき、法は、専ら人の居住の用に供する家屋又は

その一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の

用に供されている土地（以下「住宅用地」という。）に対して課す

る固定資産税の課税標準は、法３４９条により課税標準となるべき

価格の３分の１の額とし（法３４９条の３の２第１項）、住宅用地

のうち、住宅１戸について２００平方メートルまでの土地（以下

「小規模住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標

準は、上記３分の１の額のところを６分の１の額とする旨定めてい

る（同条２項）。 

また、住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、法３４
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９条により課税標準となるべき価格の３分の２の額とし（法７０２

条の３第１項）、小規模住宅用地の場合にはこれを３分の１の額と

する（同条２項）旨を定めている（以下、これらの軽減措置を併せ

て「住宅特例」という。）。 

ウ 法３５１条は、市町村は、同一の者について当該市町村の区域内

におけるその者の所有に係る土地に対して課する固定資産税の課税

標準となるべき額が土地にあっては３０万円に満たない場合におい

ては、固定資産税を課することができないと定め、法７０２条の２

第２項は、法３５１条の規定により固定資産税を課すことができな

い土地に対しては、都市計画税を課することができないと定める。 

⑶ 固定資産税等の税率 

法３５０条は、固定資産税の標準税率は１００分の１．４と定め、

法７０２条の４は、都市計画税の税率は１００分の０．３を超えるこ

とができないと定めており、法の各規定を受けて、東京都都税条例

（昭和２５年東京都条例第５６号）１２２条は、固定資産税の税率を

１００分の１．４と定め、同条例１８８条の２７は、都市計画税の税

率を１００分の０．３と定めている。 

２ 本件処分についての検討 

上記１の法令等の定めを前提として、本件処分に違法又は不当な点

がないか、以下検討する。 

請求人が本件賦課期日において○○区内に所有する土地は、本件土

地のみであり、本件土地の課税標準額（相当額）は、３７９，９５０

円であった。これは、法３５１条により固定資産税を課すことができ

ないとされる３０万円に満たない場合（１・⑵・ウ）には該当しない。 

また、処分庁は、本件土地について、隣接土地と同一画地であると

の従前の認定を継続し、小規模住宅用地の住宅特例を適用して、請求

人に対して固定資産税等を賦課したことが認められる。 

そうすると、本件処分は、上記１の法令等に則り適切になされたも

のといえ、違算等は認められないから、本件処分に違法又は不当な点

はない。 

３ 請求人の主張についての検討 

請求人は、第３のとおり、平成２９年までは免税だった旨を主張し、

本件処分の取消しを求める。 

しかし、本件土地に係る平成２９年度分以前の固定資産税等が免税
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となっていた理由は、本件土地に対して課する固定資産税の課税標準

となるべき額が３０万円に満たない場合（１・⑵・ウ）に該当してい

たためと解される。 

また、固定資産税等は、賦課期日における固定資産の状況によって

賦課されるものであり、請求人が本件賦課期日において所有する本件

土地が固定資産税等の減免要件を満たさないことは上記２のとおりで

あるから、請求人の主張をもって本件処分を取り消すことはできない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われ

ているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

大橋洋一、海野仁志、織朱實 

 

別紙（略） 

 


